
平
成
二
十
六
年
六
月
十
一
日
提
出

質

問

第

二

一

〇

号

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
の
欠
格
要
件
の
指
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

林

宙

紀
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原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
の
欠
格
要
件
の
指
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書

原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
に
つ
い
て
は
、
電
力
会
社
や
い
わ
ゆ
る
原
子
力
村
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
を
確
保

す
る
た
め
の
規
定
が
あ
る
。

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
第
七
条
第
七
項
に
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
欠
格
要
件
が
あ
り
、
現
に

原
子
力
事
業
者
等
の
役
員
・
使
用
人
・
従
業
者
で
あ
る
者
は
委
員
長
又
は
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
平
成
二
十
四
年
に
原
子
力
規
制
委
員
会
が
発
足
し
委
員
長
及
び
委
員
を
選
任
す
る
過
程
で
、
当
時
の
民
主
党
政
権

は
、
同
年
七
月
三
日
に
「
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
の
要
件
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
を

発
表
し
、
法
律
上
の
欠
格
要
件
に
加
え
、
直
近
三
年
間
に
原
子
力
事
業
者
等
の
役
員
・
従
業
者
等
で
あ
っ
た
者
、
直
近
三
年
間

に
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
一
定
額
以
上
の
報
酬
等
を
受
領
し
て
い
た
者
も
除
く
と
し
た
。
こ
の
指
針
の
解
釈
を
示
し
た
文
書

は
、
当
時
の
衆
議
院
・
参
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会
で
各
党
に
配
付
さ
れ
た
。

し
か
し
安
倍
政
権
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
の
選
任
に
際
し
て
、
こ
の
指
針
を
考
慮
し
な
い
と
し
て
い

る
。
ま
た
自
民
党
政
権
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
は
定
め
な
い
と
し
て
い
る
。

一



そ
こ
で
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

安
倍
政
権
は
、
指
針
「
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
の
要
件
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
四
年
七
月
三
日
）
は
、

政
権
が
代
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
は
有
効
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。
委
員
の
選
任
に
お
い
て
は
、
同
指
針
に
は

拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

二

政
府
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
が
電
力
会
社
や
原
子
力
村
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
を
確
保
す
る
に
あ
た

り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
規
定
の
み
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
。

三

政
府
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
現
規
定
が
あ
れ
ば
委
員
選
任
の
指
針
等
を
定
め
な
く
て
も
、
原
子
力
規
制
委
員

会
が
電
力
会
社
や
原
子
力
村
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
か
。

四

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
に
つ
い
て
独
立
性
・
中
立
性
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
委
員
選
任
の
指
針
等
（
平

成
二
十
四
年
七
月
三
日
の
指
針
に
類
す
る
も
の
）
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

五

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
に
お
け
る
欠
格
要
件
の
背
景
に
は
、
選
任
さ
れ
る
委
員
と
電
力
会
社
や
原
子
力
事
業
関
係
者

等
と
の
間
に
お
け
る
利
益
供
与
関
係
を
排
除
す
る
こ
と
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
選
任
に
あ
た
っ
て
は
過
去
に
原
子

力
事
業
者
等
か
ら
一
定
額
以
上
の
金
銭
的
支
援
を
受
け
た
事
実
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
不
適
格
と
す
る
こ
と
が
法
の
精
神
を

二



尊
重
し
た
判
断
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


